
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給（北海道独自給付１万円）
※国制度５万円に道独自給付１万円を上乗せし、６万円を支給

●　支給対象 対象児童：18歳未満（障害児については20歳未満）
年齢基準日：令和4年3月31日
下記のいずれかに当てはまる対象児童を養育している世帯
①児童扶養手当受給者等世帯（ひとり親世帯）
　（家計急変に伴い、収入が児童扶養手当受給水準まで減少している世帯を含む）
②①以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（ふたり親世帯等）
　または家計急変に伴い、住民税非課税相当収入となった子育て世帯

●　支 給 額 児童１人当たり10千円（国制度と合わせて60千円）

●　概　　要 直近の物価上昇率を基に積算した賄材料費の増額見込　32,000千円

※1食あたり単価　→　現行単価で給食費据え置き

食材等の価格高騰の影響により不足する見込みである賄材料費の増額補正。
（保護者負担を据え置いた上で、学校給食の質を維持）

現行単価
331円
378円

R5見込単価
368円
420円

　学校給食共同調理所運営事業 【学校給食課】 補正額 32,000 千円
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補正額 51,000 千円

　子育て世帯生活支援特別給付金事業
　（道独自１万円追加分）

【福祉課】 補正額 19,000 千円

中学校

区分
小学校 37円

42円

差引（市支援分）


